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になります。なかでも負担が大きいの
は、社会保険の強制加入です。医療法
人は社会保険（健康保険と厚生年金）が
強制加入となるため、原則として役員
および従業員は社会保険に加入しなけ
ればならなくなります（一定の手続き
により歯科医師国保を継続することも可

能）。健康保険・厚生年金は、保険料
の半分が事業主負担となるため、医院
の負担はかなり大きくなります。
　2 つ目は、交際費が一部損金不算入
となります。個人であれば全額経費扱
いとなりますが、法人は一定の金額が
経費扱いとなりませんので、交際費が
多い歯科医院が法人格を取得する場合
は注意が必要です。
　3 つ目は「出資限度額の払い戻し」
です。従来、医療法人を解散する場合、
医院の余剰金はその出資の割合に応じ
て個人に割り振られていましたが、医
療法改正後に設立される医療法人は、
出資限度額を超えるものについては払
い戻されなくなりました。つまり、最
初に 1,000 万円を出資して医療法人

医療法人設立によるメリット
節税対策と経営の安定化
　医療法人設立のメリットとして、ま
ず 1 つ目は院長に対して役員給与とし
て給料を出すことができ、「給与所得
控除」を受けられます。所得分散によっ
て個人の所得税率も低くなり、歯科医
院の法人税と合わせたトータルの税金
は大きく下がることになります。
　2 つ目に、院長が退職する場合、役
員退職金を支給することができます。
退職金も医療法人の経費としての扱い
となりますので、節税となります。
　3 つ目に生命保険料などを経費扱い
にすることができます。個人の歯科で
生命保険料を支払った場合、経費とし
て処理できなかった支出が法人契約の
生命保険であれば経費として処理する
ことができます。
　4 つ目に医療法人であれば分院を展
開することが可能です。ある程度の規
模になった歯科医院であれば、医療法
人を検討した方がよいでしょう。また、
院長が引退を考えた場合に、閉院せず
に承継する時にも、経営者（理事長）を
交代させることで歯科医院を永続する
ことができます。

医療法人設立によるデメリット
事務手続や社会保険の負担増など
　それでは、つぎに医療法人を設立す
る場合のデメリットについて説明いた
します。
　1 つ目は登記および設立費用の経費
や税金が発生し、事務手続も毎期必要

を設立し、その後解散する時、たとえ
10 億円が医療法人に残っていても、
個人には出資した 1,000 万円しか払
い戻されないという仕組みです。
　非常に大きなデメリットと思われま
すが、実は計画的に退職金や役員報酬
などで個人に支払うことで、この問題
は簡単に解決できます（図 1）。

年間の医業収入1億円以上の歯科
医院は医療法人を設立すべき
　医業収入が多い歯科医院はなぜ、医
療法人を設立しているのでしょうか。
　それは、「所得税の税率よりも法人
税の税率の方が低い」からです。医療
法人の場合、所得が 800 万円以上あ
れば一律約 35％の税率となります（図

2）。
　これに対して個人の歯科医院の所得
税は、所得が大きくなれば大きくなる
ほど、税率が高くなります。所得税（住

民税を含む）の最高税率は 50％ですか
ら、個人の歯科医院で利益を出すより
も医療法人を設立し、法人として利益

を出した方が節税にもなるわけです。
　具体的にどの程度医業収入があれば
医療法人を検討すればよいのか、とい
うことについては、一概にはいえませ
んが、私がさまざまな歯科医院のコン
サルティングを行った経験上、医業収
入が月 800 万円程度（年間 1 億円以上）
になれば医療法人設立した方がメリッ
ト大となることが多いようです。
　なぜ医業収入が 1 億円以上だと医療
法人を設立した方が有利なのかについ
てですが、歯科医院の場合、利益率は
平均 30％程度が多いようです。医業
収入が 1 億円以上あれば、利益はその
30％の 3,000 万円となります。つま
り、所得が 3,000 万円の場合、個人
の所得税率は約 40％となります。
　ところが、医療法人の税率は約
35％ですので、法人で利益を出す方
が節税対策になるというわけです。
　これらのメリット、デメリット理解
し、専門家の意見を聞いたうえで、売
上が伸びればぜひ医療法人を目指して
いただきたいと思います。

　現在、日本には約70,000件の歯科医院あり、そのうち
の約7,000 件が医療法人を設立している（平成18年 3
月31日現在、厚生労働省調べ）。
　山下剛史氏（税理士、ファイナンシャルプランナー）によ
ると、医療法人を設立している大半は、医業収入の多い歯科
医院のようだ。

　本欄では、節税・キャッシュフロー改善コンサルティングを
得意とし、財務コンサルタントとして活躍する山下氏に、医
療法人設立のメリット・デメリットについてご執筆いただいた。
これから医療法人を設立しようと考えている開業歯科医師の
読者はぜひ参考にしていただきたい。
� （新聞QUINT編集部）
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な数と質の歯周外科、インプラント外
科の臨床経験を積むことが可能です。

海外留学の動機
　九州大学歯学部生の時に歯科医師で
ある父の薦めでワシントン大学歯周病
科に当時留学されていた藤本浩平先
生（現東京都開業）を訪問し、見学した
ことが留学に対する熱意に火をとも
すきっかけとなりました。卒業後は 3
年間、佐賀医科大学（現佐賀大学）口腔
外科学講座に在籍しました。その後 2
年間、矢澤一浩先生（元日本顎咬合学会

会長、東京都開業）に師事し、勤務医と
して働きながら、同時に留学への準備
の手続きを行い、大学院への入学とな
りました。
　次号では留
学に必要な内
容 と そ の 後
について述べ
たいと思いま
す。（次号につ
づく）

タフツ大学歯周病科大学院の特長
　周知のようにアメリカの歯科制度に
は専門医制度があり、その分野の専門
医となるべく集中的に臨床技術、また
その裏打ちとなる知識が授業、治療計
画セミナー、論文抄読、ディスカッショ
ンを通じて十分に教授されます。
　当時、私が所属していた歯周病大
学院（Postgraduate program）は、１

学年の定員が 6 〜 8 名となってお
り、修了年限は原則 3 年、Master 
Degree も同時に履修する場合は 4
年に及ぶこともあります。
　大学院教育は 3 つのコアから成り
立っています。１つ目は Didactic 
Course という基礎科目や関連臨床を
中心とした座学で 15、6 科目履修し
ます。70 点が最低限の合格ラインで
すが、Master Degree を履修する学
生はそのほぼ全科目で 80 点以上を取

得しなければなりません。
　２つ目はその分野の専門医教育で、
論文抄読、症例供覧、治療計画のディ
スカッションが中心です。治療計画や
術式は科学的根拠に基づいていること
が求められるため、豊富な量の論文を
深く、正確に理解することが要求され
ます。
　3 つ目はクリニックにおける臨床で
す。実際に患者さんを診ながらトレー
ニングを受けます。この臨床トレーニ
ングが、タフツ大学歯周病大学院の最
大の長所といえると思います。病院の
立地条件の良さも手伝って非常に豊富

【大学データ】米国マサチューセッツ州ボストン市に位
置する私立の総合大学。医学部、歯学部は世界屈指の
実績を誇る。

【地域データ】ボストンは人口約60万人の東海岸の一
都市。ボストン近郊を含め、ハーバード大学、マサチュー
セッツ工科大学、ボストン大学、タフツ大学、ウェル
ズリー大学など世界的に有名な大学計60以上もの大
学が存在し、それゆえ極端な「学園都市」と呼ばれる。
人口の多くを学生が占めるため、ボストン住人の平均
年齢が約26歳ともいわれている。比較的安全な街と
して知られ留学生も含め、多くの日本人が滞在する。
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筆者（写真左）のクリニックでの診療風景。

税理士、ファイナンシャルプ
ランナー。大手税理士法人・
医療系コンサルティング会社
を経て、歯科に特化した会計
事務所・デンタルクリニック
会計事務所を設立。財務コ
ンサルタントとして関西を中
心に活躍中。山下剛史
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・ 院長（理事長）は
「給与所得控除」が
受けられる

・ 退職時に「役員退
職金」として支給
できる

・ 法人契約の生命保
険等が経費扱いと
なる

・ 分院を展開するこ
とができる

・ 法人としての諸費
用の経費や税金の
発生。事務手続が
毎期必要（設立・
解散時の許可等）。
社会保険への強制
加入

・ 交際費の一部損金
不算入

・ 出資限度額の払い
戻し

図 1　医療法人設立のメリット・デメリット。 図 2　個人と医療法人の歯科医院ストラック図。


